
よくあるご質問  

【サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修について】  

 

  Ｑ  Ａ  

１  

サービス管理責

任者・児童発達支

援管理責任者にな

るには、どの研修

を受講すればよい

か  

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるためには、令和４年

度から、基本的に次の①～③のとおり研修の受講等が必要です。  

  

①「サービス管理責任者等基礎研修（以下「基礎研修」という。）」と、「相

談支援従事者研修（サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者向け研

修）（以下「サビ管・児発管向け研修」という。）」の２つの研修を受講  

②①の研修修了の翌日以降に、２年以上相談支援又は直接支援業務に従事  

③②の実務経験を満たした後、サービス管理責任者等実践研修（以下「実践

研修」という。）を受講  

※サービス管理責任者を配置済み（兼務を含む）の事業所において、２人目

として配置される場合は、①修了後から「個別支援計画原案」の作成が可

能  

  

２  

平成３０年度ま

でに旧体系の研修

（分野別研修）を

受講している場合

の取扱いは  

  

  

  

①旧体系の研修を受講された方は、令和６年３月までに、サービス管理責任

者等更新研修（以下「更新研修」という。）を受講することができる経過

措置がありましたが、「更新研修」を未受講の場合、令和６年４月から資

格が停止となります。  

②「更新研修」を受講せずに資格が停止となった方は、「実践研修」を受講

することで、再びサービス管理責任者として従事することが可能になりま

す。  

  

平成３１年度～

令和３年度に、実

務要件を満たし

「基礎研修」を受

講済みの場合の取

扱いは  

①「基礎研修」修了後、３年以内に２年以上の相談支援又は直接支援の業務

に従事した上で「実践研修」を受講しなければ資格が停止となります￥。  

②「実践研修」を受講せずに資格が停止となった方は、２年以上の相談支援

業務に従事した上で「実践研修」を受講することで、再びサービス管理責

任者として従事することが可能になります。  

 



３  

研修の申込みは

どうすればよいか  

各研修事業者に直接申込みを行ってください。申込方法は、各研修 

事業者のホームページに掲載されています。  

  

＜特定非営利活動法人北海道地域ケアマネジメントネットワーク＞ 

http://www3.rainbow.ne.jp/~hcm-net/  

＜特定非営利活動法人きなはれ＞  

http://kinahare.net/  

＜株式会社さくらコミュニティサービス＞

https://www.nihonfukushiacademy.com/new_course/ 

＜株式会社エンビト＞

https://www.enbito.com/company.html 

 

４  

研修の申込みに

おいて実務経験証

明書等の提出は必

要か  

基本的に実務経験証明書等の提出を求めるものはありません。  

研修の申込みについては、各研修事業者が定める募集要領に記載されてい

る申込方法をご参照ください。  

  

５  

研修の受講要件

について確認した

い。  

次の要件に当てはまる方であるほか、各研修事業者の募集要領に定める要

件に該当する方が受講の対象となります。  

なお、申込者が応募定員を超えた場合は、各研修事業者において選考とな

ります。  

＜基礎研修／サビ管・児発管向け研修＞  

実務経験を満たした者。ただし、厚生労働省が示した配置基準の緩和によ

り、必要な実務経験から２年差し引いての受講が可能。  

＜実践研修＞  

 「基礎研修」及び「サビ管・児発管向け研修」修了後、２年以上相談支援

又は直接支援の業務に従事している者。  

＜更新研修＞  

「実践研修」又は「更新研修」受講の翌年から５年以内の者。  

  

６  

サービス管理責

任者／児童発達支

援管理責任者にな

るための実務経験

について確認した

い  

  

事業所の指定権者（事業所の所在地が札幌市、旭川市、函館市の場合は各

市役所、これ以外は北海道の各振興局）にお問い合わせください。連絡先

は、北海道のホームページ又は各研修の募集要領に記載されています。  

  

http://www3.rainbow.ne.jp/~hcm-net/
http://www3.rainbow.ne.jp/~hcm-net/
http://www3.rainbow.ne.jp/~hcm-net/
http://www3.rainbow.ne.jp/~hcm-net/
http://kinahare.net/
http://kinahare.net/
https://www.nihonfukushiacademy.com/new_course/


７  

「基礎研修」と

「サビ管・児発管

向け研修」は、ど

ちらを先に受講し

たら良いか。  

  

順番はありませんので、御都合の合う研修から受講してください。  

なお、この２つの研修のうち、後に受講した研修の修了年月日の翌日が、

実践研修の受講要件となる実務経験（２年間の相談支援又は直接支援）の起

算日となります。  

  

８  

「相談支援従事

者初任者研修」を

受講済みの場合、

「サビ管・児発管

向け 

研修」の受講は必

要か。  

  

「サビ管・児発管向け研修」は、「相談支援従事者初任者研修」のうちサ

ービス管理責任者等に必要な講義部分のみの内容で開催している研修である

ことから、「相談支援従事者初任者研修」受講済みの場合は、改めて「サビ

管・児発管向け研修」を受ける必要はありません。  

ただし、これから受講する方は「相談支援従事者初任者研修」は相談支援

従事者を目指す方のための研修であるため、サービス管理責任者等を目指す

方は「サビ管・児発管向け研修」を受講してください。  

  

９  

「更新研修」の

更新時期の考え方

について知りた

い。  

更新時期は、「実践研修」及び「更新研修」修了の翌年から５年ごとで

す。  

例えば、令和４年度に修了した方は、令和５～９年度中に１回、令和１０

～１４年度中に１回･･･「更新研修」の受講が必要です。  

５年間のうち何年目に「更新研修」を受講するかによって更新後の資格の

有効期間が変わることはありません。  

上記の例であれば、有効期間が令和９年度までなので、「更新研修」を令

和６年度～令和８年度の間に受講しても、更新後の有効期間は令和１０～１

４年度となります。  

  


